	＜注意事項＞
　①耐用年数（機器により異なるが概ね５年）以内に売却した場合、補助金の返納が必要になる場合があります。
  ②経営規模の縮小や経営を止めた場合、補助金の返納が必要になる場合があります。

  ③導入の翌年から１年後までの間は、成果の報告が必要です。
　④導入の翌々年から４年間、運用状況の報告が必要です。


	


実施要領別紙
別紙様式第１号－１
事業実施計画書
１　申請者概要
	飼養畜種：　　　　　□　豚　　　　　□　採卵鶏

	飼養規模：　別添定期報告書（家畜伝染病予防法第１２条の４の規定による家畜飼養者等
　　　　　　からの報告）の写しのとおり（注）

	整備予定農場の所在地　　　〒


	　□　個人　　
　　　　　　　添付書類：住民票抄本

	　□　法人（農事組合法人及び農地所有適格法人含む）
　　　　　　　添付書類：登記事項証明書（履歴事項全部証明書）、定款

	※以下は、法人（農事組合法人及び農地所有適格法人含む）のみ記載すること。

	設立年月日
　　年　　　月　　　日
	資本金
（千円）
	従業員数　
常時：　　　　　　　　　　人
臨時：　　　　　　　　　　人

	みなし大企業
	· 該当する　　　　　　□　該当しない


（注）　事業実施年度の前年度２月１日時点の報告書のみ有効とする。
２　取組目標
　取組目標とする項目の□に「✓」を記入し、目標値欄には数値（％）で記載してください。
（注）　複数選択可ですが、成果報告時には、選択した目標毎に報告する必要があります。

	
	取組目標
	備考
	目標値（％）

	（１）生産性の向上

	□
	ア　生産量の増
	（銘柄等特定の規格が定められているものの生産量増については、その規格等詳細をこの欄に記載すること）
	

	□
	イ　家畜の事故率の低減
	
	

	□
	ウ　枝肉上物率の向上
	
	

	□
	エ　売上の向上
	
	

	□
	オ　その他生産性の向上が見込
まれるもの
	（取組目標について記載すること）
	

	（２）労働量の低減

	□
	ア　労働時間の低減
	
	

	□
	イ　作業従事人数の減
	
	


３　取組の目的及び事業内容
４　事業費等
（注）　・同一機器等を複数個導入する場合には、その単価が見積書で確認できること。
　　  　・複数種類の機械機器等を導入する場合には、種類毎に記載すること。

　　　　・機械機器等の導入に際して、システムの設計や専用ソフトの導入に係る経費
　　　　　が生じる場合は、見積書でその内訳が確認できることとし、「合計金額」に
　　　　　は、当該経費を含む事業対象経費の合計を記載すること。
　　　　・□には、該当するものに「✓」を記入すること。
（１）ＩＣＴ・ＩｏＴ等スマート農業技術を活用した機械機器等の整備計画
	以下事業経費は、　□　機械機器等整備費のみ

　　　　　　　　　□　システム構築費あるいはシステム運用環境整備経費を含む

	機械機器等の名称及び

導入台数
	税抜き価格
	税込み価格
	備　考

	
	             円


	            円


	

	合　　　　　計
	　　　　　　円
	　　　　　　円
	


（２）事業費の区分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

	区分
	予算額

	県補助金
	

	自己負担
	

	その他
	


５　提出書類
　（１）　導入希望機械機器等の仕様書（カタログ写し可）
　（２）　見積書
別紙様式第１号－２

株主等一覧表
                                                       　　　　年　　月　　日

　宮城県知事　　　　　　　　　殿
申請者
所　在　地

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　名　　　　　　　　　　　　

	No.
	氏名
	商号
又は名称
	住所
（本社住所）
	持株数
	比率
	備考

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


別記様式第１号－３
誓 約 書
□　私

□　当社

は、下記１及び２のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴職において必要と判断した場合に、別紙「役員等名簿」により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。

記

１　補助事業者として不適当な者

（１）　暴力団（暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）第２条第２号に規定する暴力団を
　いう。以下同じ。）又は暴力団員等（同条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であるとき

（２）　事業者（暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）第２条第７号に規定する事業者を
　いう。以下同じ。）の役員等（個人である場合はその者、法人その他の団体である場合は役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)をいう。以下同じ。）が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているとき

（３）　事業者の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな
ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

（４）　事業者の役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなど
しているとき

（５）　事業者の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

２　補助事業者の相手方として不適当な行為をする者

（１）　暴力的な要求行為を行う者

（２）　法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

（３）　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
（４）　偽計又は威力を用いて補助事業を担当する県職員等の業務を妨害する行為を行う者

（５）　その他前各号に準ずる行為を行う者

宮城県知事　村井 嘉浩　殿

　　年　　月　　日

住所（又は所在地）

社名及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
※　添付書類：役員等名簿
（役員等名簿）
	事業者名
	

	担当者　役職・氏名
	

	電話番号
	


	人数
	氏名
	生年月日
	性別
	商号又は名称
	住所
（本社住所）

	
	
	元号
	年
	月
	日
	
	
	

	例
	宮城　太郎
	明治・大正
昭和・平成
	42
	6
	25
	男・女
	(株)○○○
	仙台市○○○

	１
	
	明治・大正
昭和・平成
	
	
	
	男・女
	
	

	２
	
	明治・大正
昭和・平成
	
	
	
	男・女
	
	

	３
	
	明治・大正
昭和・平成
	
	
	
	男・女
	
	

	４
	
	明治・大正
昭和・平成
	
	
	
	男・女
	
	

	５
	
	明治・大正
昭和・平成
	
	
	
	男・女
	
	

	６
	
	明治・大正
昭和・平成
	
	
	
	男・女
	
	

	７
	
	明治・大正
昭和・平成
	
	
	
	男・女
	
	

	８
	
	明治・大正
昭和・平成
	
	
	
	男・女
	
	

	９
	
	明治・大正
昭和・平成
	
	
	
	男・女
	
	


別紙様式第２号

実績報告書 
　
１　ＩＣＴ・ＩｏＴ等スマート農業技術を活用した機械機器等の整備実績
（１）

	以下事業経費は、　□　機械機器等整備費のみ

　　　　　　　　　□　システム構築費あるいはシステム運用環境整備経費を含む

	機械機器等の名称及び

導入台数
	税抜き価格
	税込み価格
	備　考

	
	             円


	            円


	

	合　　　　　計
	　　　　　　円
	　　　　　　円
	


（２）事業費の区分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

	区分
	予算額

	県補助金
	

	自己負担
	

	その他
	


２　取組成果
	取組目標
	目標値（％）
	年　月　日時点の
成果
（整備前比増減割合）

	（１）生産性の向上

	ア　生産量の増
	
	

	イ　家畜の事故率の低減
	
	

	ウ　枝肉上物率の向上
	
	

	エ　売上の向上
	
	

	オ　その他生産性の向上が見込まれるもの
	
	

	（２）労働量の低減

	ア　労働時間の低減
	
	

	イ　作業従事人数の減
	
	


３　提出書類

　（１）　導入機器の写真

　（２）　領収書（農業協同組合が事業実施主体の場合、伝票の写し等で可）
別紙様式第３号

事業成果報告書又は運用状況報告書
１　取組成果
	取組目標
	目標値（％）
	年　月　日時点の
成果
（整備前比増減割合）

	（１）生産性の向上

	ア　生産量の増
	
	

	イ　家畜の事故率の低減
	
	

	ウ　枝肉上物率の向上
	
	

	エ　売上の向上
	
	

	オ　その他生産性の向上
が見込まれるもの
	
	

	（２）労働量の低減

	ア　労働時間の低減
	
	

	イ　作業従事人数の減
	
	


２　提出書類

　　　

　　　事業成果の根拠資料（作業日誌、財務諸表、販売実績等）

　　　
　　　※整備前の根拠資料は、目標年度以降の報告においては省略することができる。
